
   

法科 5

文科 7
工科 15
理科 3
農科 0

三部 医科 22 22

法科 20

文科 7
工科 18
理科 0
農科 0

三部 医科 21 21

法科 24

文科 5
工科 48
理科 1
農科 2

三部 医科 25 25

223
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第３年

12一部

二部 18

合計

52

第２年

第１年

一部 27

66
二部 18

一部 29

105
二部

山口高等学校管理許可指令書 

（『山口高等商業学校沿革史』より） 

県内初の高校誕生 
 

学制改革により高等学校へ 
  
 高等中学校の制度が確立して７年後の明治２７

（1894）年６月、高等学校令が公布され、高等中学校

は高等学校となった。これに伴い、山口高等中学校も

同年 9 月 27 日文部省告示第８号によって「山口高等

学校」と改称された。（以下、「旧旧山高」という。） 
当時全国に開設された高等学校は第一から第五ま

での高等学校と旧旧山高の６校のみで、当時の高等

学校は、法令上は専門学部が主体であるが、帝国大

学予科としての性格が強く、旧旧山高も修業年限３年

の「大学予科」とした。 
校則等は概ね高等中学校時代を踏襲した形で制定

されたが、修業年限が１年延長して３年となったため、

組織改正にあたっては、学年のスライド等、旧制度の

生徒に対して種々の配慮がなされた。 
 また、学制改革の結果、旧制度の高等中学校予科は廃止になったが、残存する生徒の

為に、大学予科の下にしばらく旧高等中学校予科を存置し、翌年４月、山口県尋常中学校

の設置をもって全てが解決した。 

 

 

 

 

 
 

山高は時代と共に３校あって、 

後の山口高商に繋がるこの官立山口高等学校を 

旧旧山高と呼び、 

大正８年に創立する官立山口高等学校を 

旧制山高と呼んで、現在の県立山高と区別

しているよ。 

生徒学級別人員表（明治３０年９月末日調） 

（『山口高等学校一覧』より） 

山口高等学校
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地元優先の入学制度 
  
 全国では高等学校大学予科に入学できる者は、年齢１７歳以上で尋常中学校を卒業し

た者とされ、募集人員を超過する場合は選抜試験を行っていた。しかし、成立に特殊事情

のある旧旧山高においては、高等中学校時代からの慣例で県内在籍者に対して優先入学

の特典を認めており、山口県尋常中学校卒業生はことごとく無試験で入学できる上、授業

料も半額だった。しかし、全国的に高等教育熱が高まり入学志願者が急増する明治３０年

以降は、この優遇制度を維持することが難しくなっていった。 

 

教官保証制度の創始 
    

岡田校長の発案により、独自の制度として、生徒の保証人２名の内、１名は必ず旧旧山

高の教官を充てていた。一人の教官が受け持つ生徒数は約２０～３０名で、保証教官の仕

事は生徒指導全般に及んだ。学業や素行に注意し、舎監や担任教官と連携し、父兄とも連

絡を密にして生徒指導に完璧を期した。場合によっては授業料や修学旅行費の立替や援

助を行うなど学業・生活全ての面で補導訓育に当り、個人指導を徹底していた。この制度

は後の高等商業学校にも引き継がれている。 

 

 

 

 

 

 
 

全寮制の実施 
  

高等中学校時代から増改築を繰り返していた寄宿舎だったが、防長教育会の資金援助

により、明治２８年９月、ついに全てが完成した。新築寄宿舎は南寮・中寮・北寮の３棟に分

かれ、各寮２階建、全３５室、階上を寝室、階下を自習室とし、談話室の設備もあって生徒

約２００人が収容可能となった。これにより、かねてからの念願だった全寮制が実現した。 

在学証書 

明治 30 年の在学証書に

は、生徒「鮎川義介」が提出

したものがある。（左） 

また、別の生徒のものには

当時旧旧山高校で英語や独

逸語を教えていた哲学者「西

田幾多郎」の名が保証人の

欄に記載されている。（右） 

山口高等学校帽章

（明治２８年） 
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兵式教練の教科書 

行軍演習と修学旅行 
  

修学旅行は、明１９（1886）年に東京高等師範学校が「長途遠足」の名で、行軍旅行に学

術研究の要素を取り入れたのが始まりといわれている。 
山口高等中学校から旧旧山高に改称

された明治２７年は日清戦争が起こった

年であり、明治３７年には日露戦争開戦

へと時代は軍事色を強めていた。そのた

め、体操の授業は教師に陸軍予備将校

を任用し、専ら兵式教練と行軍及び発火

演習に充てられた。 
 

＜明治２７年に行われた行軍演習＞ 

 

 

 
 

 

例外として、明治３２年から３５年までの４年間は行軍演習とは別に一週間程度の修学

旅行が実施された。宇佐八幡宮や耶馬渓、太宰府などの名所旧蹟や八幡製鉄所、三菱造

船所などを見学した。「汽車・汽船を乗り継ぐ旅行は、行軍と違って全く貴公子的旅行であ

る」と学友会報にその嬉しさが報告されている。年によっては出雲地方や大和地方などにも

足を延ばしていた。 
 

日露戦争の影 
  
 明治３７年２月、日露戦争が開戦し、山口歩兵第四十二連隊が出動した５月には、松本

校長以下職員生徒一同は湯田の郊外に赴き万歳三唱で見送った。 
 当時の様子は、「満洲の野より勝報頻りに来ると共に、一方戦死傷者も夥しく、陣没英霊

の凱旋相次ぐや、学校哀悼無言裏に之を迎へ、悲壮なる劇的の送迎が幾十度となく繰り返

された」と『山口高等商業学校沿革史』に記載されている。 
結局、旧旧山高からは総勢１３名の教職員が召集され、うち２名戦死、２名が負傷した。

特に体操教官については、補充する度にすぐ召集されるため、後任者もままならず、明治３

７年末には山口留守連隊下士官を派遣してもらって学期末の試験を辛うじて実施した程だ

った。 

Ｍ27.10.14 山口出発（銃や背嚢を背負っての行軍旅装） 三田尻港 

厳島神社参拝 呉軍港参観

徳山 宮市（防府） 岩国 

Ｍ27.10.20 山口帰着 

（陸路行軍） 

人像的（歩兵射撃教範附図）
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小松宮親王殿下の御染筆
ご せ ん ぴ つ

賜る 
  

旧旧山高時代の皇室関係事項としては、皇太子殿下御成婚（明治３３年５月）、皇太孫

殿下御誕生（明治３４年４月）と慶事が続き、校長は参賀のために上京、職員生徒一同は

講堂に於いて奉賀式を挙行した。 
また、明治３４（1901）年４月には、日本

赤十字社総裁の小松宮彰仁親王殿下が

山口支部総会に出席され、旧旧山高はそ

の休憩所になった。職員生徒は湯田郊外

に送迎し、全校挙げて歓迎行事を行った。

記念に御染筆下賜を請願したところ、１１

月に「成就徳器」の扁額
へ ん が く

を賜った。この御

染筆は講堂に奉懸され、後の山口高商時

代にもわたって長く掲げられていた。 

 

 
 

学友会の復興 
  
 山口高等中学校時代に起きた寄宿舎

事件により学友会は廃止されていたが、

高等学校に改称後少しずつ復興の機運

が盛り上がり、明治３１年１月１７日「山

口高等学校学友会」として正式に発会式

を挙げた。 
 

 

 

 

 

学友会 

学芸部 

一部会・二部会・三部会・

英独講談会 

運動部 

剣術会・柔術会・弓術会・ 

ベースボール会・フートボール会・

ローンテニス会・遠足会 

会報部 

会報の編集及び

発行に当る 

講堂の扁額 
（「山口高等商業学校卒業記念アルバム」より） 

小松宮彰仁親王殿下御染筆
（『山口高等商業学校沿革史』より）
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日本最初のマラソン競争 
  

運動部陸上遠足会は、

明治３２（1899）年２月１１

日、山口－宮市（防府天満宮）

間約１８ｋｍを走破するとい

う快挙を遂げた。 
当時の運動会では 長

でも 1,000ｍ走程度だった

ため、この長距離走は各

方面の注目を集め、「ジャ

パンタイムス」や「時事新報」

などもこの壮挙を報道した。  

 

野球部の活躍 
  
 野球部の活躍も目覚ましかった。山口県内で

は明治３０年頃から野球が盛んになったが、当

時の投手は魔球（変化球）も知らず、捕手はミッ

トも用いない状態だった。 
 ルールもまちまちで混乱を生じていたため、旧

旧山高野球部が明治３２年に「野球規則」を制定

しこれを県内の各中学校に配布した。ルールは

現在とほぼ同様だが、「四球」はファイブボール

ズだった。（当時は４～９球の間で随意に定めて

よかったらしい。） 
旧旧山高が主催して、県内

中学校の野球大会を開催した

り、他の高等学校と遠征試合

を行うなど技術向上に熱心だ

った。特に第五高等学校（熊

本）とは数度にわたり試合を行

ったが、善戦するも健闘虚しく、

ついに 後まで勝利を得られ

なかったようである。 
 
※この記事は、山口県立文書館平成 23 年度資料小展示「スポーツ時代史展Ⅳ 明治時代の野球」を参照しました。  

   防長新聞 明治３２年２月１４日

野球規則 

野球をする学生たち（「山口高等商業学校卒業記念アルバム」より）
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